
　市町村は、その区域内における消防事務を十分に
果たすべき責任を有しているが、小規模な市町村にお
ける消防体制は様々な課題を抱えている場合が多い。
　消防の広域化は、消防本部の規模の拡大により消
防の体制の整備・確立を図ることを目指すものであ
り、消防庁として、平成６年（1994年）以降継続
的な取組を行っているものである。

（１）市町村消防の状況
ア　消防本部の状況
　昭和23年（1948年）３月７日に消防組織法が施
行されて以来、「市町村消防の原則」が消防制度の
根幹として維持されており、消防本部及び消防署の
設置が進められた。全国の消防本部数は、平成３年

（1991年）に過去最多の936本部まで増加したが、
平成６年（1994年）以降は、市町村消防の広域化
の推進や市町村合併の進展とともに減少し、平成
28年４月１日現在の消防本部数は733本部であり、
消防本部や消防署を設置していない非常備町村は
29町村である（第2-2-1図）。

イ　非常備町村の状況
　29の非常備町村は７都県に存在するが、地理的
な要因から非常備である地域も多く、29町村中、
１都３県の21町村（非常備町村全体の72.4％）が島
しょ地域である（第2-2-2図）。

ウ　小規模消防本部の課題
　全国733消防本部のうち、管轄人口が10万未満の
小規模消防本部は435本部あり、全体の59％を占め

	 1.	 消防の広域化の推進

	第	2	 節
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市町村の消防の広域化

第2-2-1図 消防本部数と常備化率

（各年４月１日現在の数値。ただし、昭和55、60年の小規模消防本部数については、各年10月１日の数値）
（昭和24、28年は、組合と単独の合計値）
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第２節　市町村の消防の広域化

ている。
　一般的に、これらの小規模消防本部では、複雑化・
多様化する災害への対応力、高度な装備や資機材の
導入及び専門的な知識・技術を有する人材の養成等、
組織管理や財政運営面における対応に課題があると
指摘されている。

（２）広域化の背景と推進の枠組み
ア　広域化の背景
　小規模な消防本部においては、一般的に財政基盤
や人員、施設、装備等の面で十分でなく、高度な消
防サービスの提供に課題がある場合が多いことか
ら、消防庁では、平成６年（1994年）以降、市町
村の消防の広域化を積極的に推進してきたが、いま
だ小規模消防本部が全体の６割を占める状況にある。
　また、日本の総人口は、平成17年以降減少傾向
にあり、都市部とその他の地域により差はあるが、
一般的に各消防本部の管轄人口も減少すると考えら
れており、さらに、消防団員の担い手不足の問題も
懸念されている。このような現状から、消防の体制
の一層の整備・確立を図るために市町村の消防の広
域化を推進することが必要と考えられてきた。

イ　平成18年の消防組織法の改正
　平成18年に消防組織法の一部改正法が成立し、
消防の広域化の理念及び定義、基本指針に関するこ
と、推進計画及び都道府県知事の関与等に関するこ

と、広域消防運営計画に関すること、国の援助等に
関すること等が規定された（第2-2-3図）。
　消防組織法では、市町村の消防の広域化とは、「二
以上の市町村が消防事務（消防団の事務を除く。以
下同じ。）を共同して処理することとすること又は
市町村が他の市町村に消防事務を委託することをい
う。」（消防組織法第31条）と定義され、広域化は「消
防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行
わなければならない」（同条）こととされている。
　広域化の具体的な方法としては、消防事務を共同
処理する一部事務組合又は広域連合の設置、既存の
組合の構成市町村の増加、消防事務組合以外の事務
を処理する組合の事務に消防事務を追加すること及
び消防事務を他の市町村に委託することが考えられる。

ウ　市町村の消防の広域化に関する基本指針等
　（ア）基本指針
　�　消防庁では、改正後の消防組織法第32条第１
項に基づき、平成18年７月に「市町村の消防の
広域化に関する基本指針」（以下、この節におい
て「基本指針」という。）を定めた。この中で、
広域化を推進する期間については、平成19年度
中には都道府県において推進計画＊1を定め、推進
計画策定後５年度以内（平成24年度まで）を目
途に広域化を実現することとされた。

　（イ）基本指針の改正
　�　東日本大震災での教訓や類例をみない大規模災
害等の発生、また、今後の災害リスクの高まり、
さらに将来の日本の総人口が減少することが予想
されていることを踏まえると、国、都道府県及び
市町村が一体となった消防の広域化の推進による
小規模消防本部の体制強化がこれまで以上に必要
となる。このことから、平成25年４月１日に基本
指針を改正し、広域化を着実に推進することとし
た。改正概要は次のとおり。
　・�広域化の推進期限を平成30年４月１日まで延

長した。
　・�管轄人口30万以上の規模を一つの目標とする

ことが適当であるとされていたが、当該規模目
標には必ずしも捉われず、地域の事情を十分に
考慮する必要があるとした。

　・�自主的な市町村の消防の広域化を着実に推進す

第2-2-2図 非常備町村一覧

（備考）　○は、島を示す（21町村）

非常備町村名

東京都

○利島村

○新島村

○神津島村

○御蔵島村

○青ヶ島村

○小笠原村

和歌山県 　太地町

徳島県

　勝浦町

　上勝町

　佐那河内村

香川県 ○直島町

宮崎県

　西米良村

　諸塚村

　椎葉村

　美郷町

非常備町村名

鹿児島県
○三島村

○十島村

沖縄県

○伊江村

○渡嘉敷村

○座間味村

○粟国村

○渡名喜村

○南大東村

○北大東村

○伊平屋村

○伊是名村

○多良間村

○与那国町

○竹富町

＊１　�推進計画：平成23年５月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
が施行され、都道府県による推進計画の策定は努力義務化された。
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るために、消防広域化重点地域の枠組みを設け、
国の施策や都道府県における措置を他の広域化
対象市町村よりも先行して集中的に実施するこ
ととした。

　�　なお、広域化により指定都市と同等以上の規模
を備える消防本部が新設されることから、平成
25年４月１日に消防吏員の階級の基準（昭和37
年消防庁告示第６号）を改正し、管轄人口70万
以上の市町村（消防の事務を処理する一部事務組
合等を含む。）の消防長についても消防司監の階
級を用いることができることとした。
　（ウ）期限内の取組に向けて
　�　消防庁では、平成30年４月１日の消防の広域
化推進期限に向け、平成27年４月27日の都道府
県知事宛消防庁次長通知により、次のとおり都道
府県のより積極的な取組を要請している。
　・�都道府県内の市町村の現状及び将来の見通しを

改めて再検証の上、広域化の必要性がより高い

と認める地域の重点地域の指定を速やかに行う
こと。

　・�これまでに広域化を実現した消防本部の所在す
る都道府県では、積極的な人的支援及び財政支
援をしているところがあることから、広域化を
進めるために、都道府県において更なる積極的
な支援策を検討し、実施すること。

　・�消防広域化推進アドバイザー＊2制度について、
地方公共団体や協議会等において、当該制度を
積極的に活用すること。

（３）広域化のメリットと課題
ア　広域化のメリット
　一般的には以下の３点のメリットが考えられる。
（ア）迅速で効果的な出動による住民サービスの向上
　広域化により消防本部の規模が大きくなり、消防
本部全体が保有する車両等が増えることから、初動
時や第２次以降の出動体制が充実するとともに、統

第2-2-3図 改正後の消防組織法による市町村の消防の広域化の推進スキーム

市町村の消防の広域化の理念及び定義（第31条）
○理念　市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。 
○定義 　２以上の市町村が消防事務（消防団の事務を除く。）を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を

委託すること。

消防庁長官の定める基本指針（第32条）
○消防庁長官は、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本指針を定める。
　・自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
　・広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項　

都道府県の定める推進計画（第33条）
○都道府県は、広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、推進計画を定めるよう努めなければならない。
　・広域化対象市町村の組合せ
　・広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
　・防災に係る関係機関相互間の連携の確保
○推進計画の策定又は変更の際には、関係市町村の意見を聴かなければならない。
○都道府県知事は、広域化対象市町村に対し、必要な調整・援助等を行う。

広域化対象市町村の定める「広域消防運営計画」（第34条）
○広域化対象市町村は、その協議により、広域化後の消防本部の円滑な運営を確保するための計画を作成
　・消防本部の位置及び名称
　・市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保
○広域消防運営計画作成のために自治法上の協議会を設ける場合には、構成員の特例を設ける。

国の援助及び地方債の配慮（第35条）
○国は、都道府県及び市町村に対して、情報の提供その他の必要な援助を行う。
○広域化対象市町村が推進計画の組合せに基づき広域化した場合は、地方債について特別の配慮を行う。

　・施行期日：公布の日［平成18年６月14日］
　・広域化前に消防長であった者の階級に関する経過措置を定める。

＊２　�消防広域化推進アドバイザー：既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・
経験を持つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣され支援活動を行う。
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第２節　市町村の消防の広域化

一的な指揮の下、迅速で効果的な災害対応が可能に
なる。
（イ）�人員配置の効率化による現場体制の充実・高

度化
　総務部門や通信指令部門の効率化を図り、人員を
消火や救急部門に再配置することにより、不足して
いる現場体制の強化が可能になる。また、予防部門
や救急部門の担当職員の専任化を進めることによ
り、質の高い消防サービスの提供が可能になる。
（ウ）財政・組織面での消防体制の基盤強化
　財政規模の拡大による効率化により、小規模消防
本部では整備が困難であったはしご自動車、救助工
作車及び高機能指令センター等の計画的な整備が可
能になる。また、職員数が増加することから、人事
ローテーションの設定、職務経験不足の解消、各種
研修への職員派遣など、組織管理の観点からも多く
のメリットが期待できる（第2-2-4図）。

イ　広域化に伴う課題
　広域化をした消防本部では、職員の身分や給与の
段階的な一本化、構成市町村が増加したことに起因
する調整業務の増加及び構成市町村の負担金の調整
等が、広域化検討時からの課題であるとともに、広
域化後もこれらの課題への対応に時間を要している

場合がある。
　このことから、広域化対象市町村が広域化後に円
滑に業務を行っていくためには、広域消防運営計画
作成時に各調整事項について十分な協議を行うとと
もに、構成市町村の了承を得ておく必要がある。

（１）消防庁の取組
ア　広域化の検討に対する支援
　消防庁では、基本指針の策定と合わせ、都道府県
及び市町村における広域化の取組を支援するため
に、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部
を設置して広域化を推進しているところであり、消
防広域化推進アドバイザーの派遣等を行っている。

イ　財政支援
　市町村の消防の広域化に伴って必要となる経費に
対して、その運営に支障の生じることがないよう、
必要な財政措置を講じている。
　そのうち、広域消防運営計画等に基づき必要とな
る消防署所等の増改築及び再配置が必要と位置付け
られた消防署所等の新築、国の周波数再編に伴い平
成28年度までに完了する高機能消防指令センター

	 2.	 関係機関の取組

第2-2-4図 広域化のメリット

・消防本部が保有する部隊数が増えるため、初動出動台数が
  充実し、初動体制・増援体制の強化が図れる

・広域化により財政規模が拡大するため、高度な車両や消防施設の計画的な整備が図られる

必要最低限の車両の整備

・本部要員を警防部門へ配置

・予防業務・救急業務の高度化・専門化

救急救命士の育成 査察・違反処理専門員
の育成

兼務で運用 増強・専従化

・管轄区域の見直しによる現場到着時間の短縮

高機能な設備を一元的に整備可能特殊車両等を計画的に整備

（ア）住民サービスの向上

（ウ）消防体制の基盤の強化

（イ）人員配置の効率化と充実
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で複数の消防本部が共同で整備するもの又は市町村
の消防の広域化に伴い整備するもの、並びに広域消
防運営計画等に基づく消防本部の統合による効率化
等により、機能強化を図る消防車両等の整備につい
て、事業費の100％に緊急防災・減災事業債を充当
し、元利償還金の70％に相当する額を、後年度、
普通交付税の基準財政需要額に算入することとして
いる（第2-2-5図）。

（２）都道府県の取組
ア　推進計画の概要
　基本指針では、都道府県は、当該都道府県の区域
内において自主的な市町村の消防の広域化を推進す
る必要があると認める場合には、その市町村を対象
として、自主的な市町村の消防の広域化の推進及び
広域化後の消防の円滑な運営の確保に関して、推進
計画を定めるよう努めなくてはならないこととされ
ている。

イ　都道府県の支援策
　都道府県によっては、独自の広域化支援方策を講
じている例があり、財政支援としては、広域化協議
会運営費や広域化に伴う施設整備を対象とした補助
制度の創設等が、その他の支援策として、協議会事
務局への県職員の派遣等が行われている。

（３）市町村の取組
　都道府県の推進計画に定められた広域化対象市町
村は、消防の広域化を行う際には、協議により、広
域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消
防運営計画を作成することとされている（消防組織
法第34条第１項）。
　広域化に向けた検討を行っている多くの市町村
は、市町村部局、消防本部、構成議会議員等から構
成される協議会等の検討組織を設置し、〔１〕広域
化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方
針、〔２〕消防本部の位置及び名称、〔３〕市町村の
防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事
項のほか、〔４〕構成市町村の負担金割合方式、職

第2-2-5図 消防の広域化に対する財政措置（平成28年度）

消防の広域化に伴って必要となる経費等に対して、ソフト・ハードの両面からの総合的に財政措置を行う。
市町村分

１　消防広域化準備経費［特別交付税］
　 　消防の広域化の準備に要する広域消防運営計画策定経費、広域化協議会負担金、協議会委員報酬、広報誌作成費及び住民意向調査費等の経

費について特別交付税措置を講じる。
２　消防広域化臨時経費［特別交付税］
　　消防の広域化に伴い臨時的に必要となる次の経費について特別交付税措置を講じる。
　　①消防本部・施設の統合、署所の再配置に伴う通信等施設・設備に要する経費　　②本部の名称・場所の変更等に伴い必要となる経費
　　③業務の統一に必要となるシステム変更、統一規程の整備等に要する経費　　　　④その他広域化整備に要する経費
３　消防署所等の整備［緊急防災・減災事業債］
　　⑴ 　広域消防運営計画等に基づき、必要となる消防署所等(一体的に整備される自主防災組織等の

ための訓練・研修施設を含む。）の増改築（再配置が必要と位置付けられた消防署所等の新築を
含む。）

　　⑵　統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる改築
　　⑶　⑴、⑵以外の整備［一般単独事業債］
　　　　充当率90％［通常充当率：75％］
４　消防指令施設（指令装置等）の整備［緊急防災・減災事業債］　
　 　国の周波数再編に伴い平成28年度までに完了する高機能消防指令センターで複数の消防本部が共

同で整備するもの又は市町村の消防広域化に伴い整備するものの整備を支援する。
５　消防用車両等の整備［緊急防災・減災事業債］
　 　広域消防運営計画等に基づく消防本部の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両

等の整備を支援する。
６　その他
　○　国庫補助金の配分について
　　 　消防の広域化に伴う消防防災施設等の整備については、消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金の交付の決定  

に当たって、特別の配慮を行う。

※消防署所　消防署、出張所及び指令センター

都道府県分

１　消防広域化推進経費
　 　重点地域の指定や協議会への参画、調査研究、広報啓発等、都道府県がその役割を果たすための事業等を実施する体制の整備に必要な経費

について普通交付税措置を講じる。
２　広域対象市町村に対する支援に要する経費［特別交付税］
　　広域化対象市町村に対する補助金、交付金等の経費について特別交付税措置を講じる。

○対象事業
地域の防災力を強化するための施
設の整備、災害に強いまちづくり
のための事業などの地方単独事業
等を対象

○財政措置
　・　地方債充当率　100％
　・　交付税算入率　 70％

緊急防災・減災事業債
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員の任用方式や給与の統一方法等、広域消防運営計
画や組合規約等の作成に必要な事項を中心に協議を
重ねている。

　平成18年の消防組織法の一部改正以降、平成28
年４月１日までに、48の地域で広域化が実現し、
平成18年４月に811あった消防本部数は733となっ
た（第2-2-6図）。

　いまだ管轄人口が10万未満の小規模な本部が
435本部あり、全体の約６割を占める状況にある（平
成28年４月１日現在）。小規模な消防本部においては、
（１）災害時の初動の対応力が十分でない
（２）専門職員の育成、確保が困難
（３�）「消防力の整備指針」に基づく施設・人員の

整備率が低い
（４）立入検査の実施率が低い
（５）少人数のため、組織管理に多くの課題がある
　　などの課題が指摘されている。
　加えて今後、更なる人口減少、高齢化の進展や人

口の低密度化により、地域によっては、地域社会の
様々な基盤の維持が困難となりつつある。
　このような人口減少社会においても、複雑・多様
化、大規模化する災害に的確に対応し、住民の生命、
身体及び財産を守るという消防の責務を十分に果た
すためには、今後も消防力を維持、確保していくこ
とが不可欠である。�消防庁では、平成27年８月か
ら「人口減少社会における持続可能な消防体制のあ
り方に関する検討会」を開催し、計５回にわたって、
人口減少が消防に与える影響や小規模な消防本部の
抱える課題、持続可能な消防体制の確保の手段とそ
の推進方策等について議論を行い、平成28年２月
24日に報告書が取りまとめられた。
　報告書においては消防の広域化は、それが実現し
適正な規模で円滑な消防業務が実施されれば、消防
体制を充実・強化するために極めて有効な手段であ
ることは明白であるとされた。一方で、消防業務全
体を一括して一元的な組織で処理する消防の広域化
は、組織の一元化に向けた調整が著しく困難である
事情があるなど、消防の広域化の実現にはなお時間
を要する地域があることも現実である。そのような
地域においても、消防体制を充実・強化していくた
めに、消防機関間のより柔軟な連携・協力（※）を
進める手段も検討すべきであるとされた。

	 3.	 広域化の進捗状況

	 4.	 人口減少社会における持続可能な消防体制の検討

（※）��　消防機関間のより柔軟な連携・協力について　具体的には、地域の実情を踏まえながら、複数の消防機関の間で消防業務
のうち一部の業務分野ごとにその業務の性質に応じた手法で連携し、協力することで、それぞれの組織は維持しつつ、スケー
ルメリットを発揮することが可能となる。
　特に消火・救急・救助の警防活動については、一定規模以上の圏域において、指令の共同運用による災害情報の即時共有
と近隣消防本部との応援体制を強化することが、消防力の向上に極めて有効である。
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第2-2-6図 平成18年消防組織法改正以降の広域化の実績（平成28年４月１日現在）

○48ブロックが広域化し、そのうち11町村が非常備を解消

広域化
年月日 No 都道

府県
広域化後の

消防本部 広域化の方式 広域化前の消防本部等

21.４.１

1 北海道 富良野広域連合
消防本部 広域連合

富良野地区消防組合消防本部
上川南部消防事務組合消防本部

2 広島 東広島市消防局 事務委託
東広島市消防局
竹原広域消防本部

3 福岡 久留米広域消防本部 一部事務組合
久留米市消防本部
福岡県南広域消防組合消防本部

22.４.１ 4 東京 東京消防庁 事務委託
東京消防庁
東久留米市消防本部

23.４.１

5 富山 砺波地域消防組
合消防本部 一部事務組合

砺波広域圏消防本部
小矢部市消防本部

6 兵庫 北はりま消防本部 一部事務組合
にしたか消防本部
加東市消防本部
加西市消防本部

23.11.28 7 奈良 五條市消防本部 事務委託
五條市消防本部
十津川村（非常備）

23.12.１ 8 山形 山形市消防本部 事務委託
山形市消防本部
山辺町（非常備）
中山町（非常備）

24.４.１

9 北海道 砂川地区広域消
防組合消防本部 一部事務組合

上砂川町消防本部
砂川地区広域消防組合消防本部

10 山形 置賜広域行政事
務組合消防本部 一部事務組合

米沢市消防本部
南陽市消防本部
高畠町消防本部
川西町消防本部

11 茨城 ひたちなか・東海広
域事務組合消防本部 一部事務組合

ひたちなか市消防本部
東海村消防本部

12 山口 宇部・山陽小野
田消防局 一部事務組合

宇部市消防本部
山陽小野田市消防本部

24.10.１ 13 滋賀 東近江行政組合
消防本部 一部事務組合

東近江行政組合消防本部
愛知郡広域行政組合消防本部

25.３.30 14 富山 新川地域消防本部 一部事務組合
黒部市消防本部
入善町消防本部
朝日町消防本部

25.３.31

15 青森 青森地域広域消防
事務組合消防本部 一部事務組合

青森地域広域消防事務組合消防本部
平内町（北部上北広域の構成町）

16 神奈川 小田原市消防本部 事務委託
小田原市消防本部
足柄消防組合消防本部

17 富山 富山県東部消防
組合消防本部 一部事務組合

魚津市消防本部
滑川市消防本部
上市町消防本部
舟橋村（非常備村）

18 静岡 志太広域事務組
合志太消防本部 一部事務組合

焼津市消防本部
藤枝市消防本部

25.４.１

19 埼玉 埼玉東部消防組
合消防局 一部事務組合

久喜地区消防組合消防本部
加須市消防本部
幸手市消防本部
白岡市消防本部
杉戸町消防本部

20 埼玉 埼玉西部消防局 一部事務組合

所沢市消防本部
狭山市消防本部
入間市消防本部
埼玉西部広域消防本部

21 静岡 下田消防本部 一部事務組合
下田消防本部
西伊豆広域消防本部

22 大阪 泉州南消防組合泉
州南広域消防本部 一部事務組合

泉佐野市消防本部
阪南岬消防組合消防本部
泉南市消防本部
熊取町消防本部

23 兵庫 西はりま消防本部 一部事務組合

たつの市消防本部
宍粟市消防本部
相生市消防本部
佐用町消防本部

24 兵庫 南但消防本部 一部事務組合
朝来市消防本部
養父市消防本部

25 佐賀 佐賀広域消防局 広域連合
佐賀広域消防局
神埼地区消防事務組合消防本部

26 鹿児島 指宿南九州消防
組合消防本部 一部事務組合

指宿地区消防組合消防本部
南九州市の川辺町・知覧町

25.７.１ 27 青森 弘前地区消防事
務組合消防本部 一部事務組合 弘前地区消防事務組合消防本部

広域化
年月日 No 都道

府県
広域化後の

消防本部 広域化の方式 広域化前の消防本部等

25.７.１ 27 青森 弘前地区消防事
務組合消防本部 一部事務組合

黒石地区消防事務組合消防本部
平川市消防本部
板柳町消防本部

26.４.１

28 北海道 滝川地区広域消防
事務組合消防本部 一部事務組合

滝川地区広域消防事務組合消防本部
芦別市消防本部
赤平市消防本部

29 北海道 旭川市消防本部 事務委託
上川町（上川中部消防組合の構成町）
鷹栖町（上川中部消防組合の構成町）
旭川市消防本部

30 北海道 大雪消防組合 一部事務組合

比布町（上川中部消防組合の構成町）
愛別町（上川中部消防組合の構成町）
当麻町（上川中部消防組合の構成町）
大雪消防組合

31 大阪 大東四條畷消防本部 一部事務組合
大東市消防本部
四條畷市消防本部

32 奈良 奈良県広域消防
組合消防本部 一部事務組合

中和広域消防組合消防本部
西和消防組合消防本部
山辺広域行政事務組合消防本部
香芝・広陵消防組合消防本部
大和郡山市消防本部
桜井市消防本部
五條市消防本部
宇陀広域消防組合消防本部
葛城市消防本部
中吉野広域消防組合消防本部
吉野広域行政組合消防本部
野迫川村（非常備村）

33 佐賀 伊万里・有田消
防本部 一部事務組合

伊万里市消防本部
有田町消防本部

34 熊本 熊本市消防局 事務委託
熊本市消防局
高遊原南消防本部

26.10.１ 35 大阪 富田林市消防本部 事務委託
富田林市消防本部
河南町消防本部

27.４.１

36 茨城 稲敷広域消防本部 一部事務組合
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部
阿見町消防本部

37 長野 上伊那広域消防本部 広域連合
伊那消防組合消防本部
伊南行政組合消防本部

38 大阪 豊中市消防局 事務委託
豊中市消防本部
能勢町（非常備）

39 宮崎 西臼杵広域行政事
務組合消防本部 一部事務組合

高千穂町（非常備）
五ヶ瀬町（非常備）
日之影町（非常備）

27.10.１ 40 栃木 那須地区消防組
合消防本部 一部事務組合

大田原地区広域消防組合消防本部
黒磯那須消防組合消防本部

28.４.１

41 北海道 とかち広域消防局 一部事務組合

帯広市消防本部
北十勝消防事務組合消防本部
西十勝消防組合消防本部
南十勝消防事務組合消防本部
東十勝消防事務組合消防本部
池北三町行政事務組合消防本部

42 埼玉 草加八潮消防局 一部事務組合
草加市消防本部
八潮市消防本部

43 神奈川 厚木市消防本部 事務委託
厚木市消防本部
清川村（非常備）

44 静岡 静岡市消防局 事務委託

静岡市消防局
島田市消防本部
吉田町牧之原市広域施設組合消防本部
牧之原市相良消防本部

45 静岡 駿東伊豆消防本部 一部事務組合

沼津市消防本部
田方消防本部
伊東市消防本部
清水町消防本部
東伊豆町消防本部

46 静岡 富士山南東消防本部 一部事務組合
三島市消防本部
裾野市消防本部
長泉町消防本部

47 大阪 箕面市消防本部 事務委託
箕面市消防本部
豊能町消防本部

48 和歌山 新宮市消防本部 事務委託
新宮市消防本部
北山村（非常備）
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消防指令業務の共同運用について

　「消防指令業務＊の共同運用」（以下「指令の共同
運用」という。）とは、複数の消防本部における消
防指令業務（通報受付業務や部隊運用管理等）を１
か所の消防指令センターにおいて共同で運用するも
のである。消防指令業務は、消防本部が単独で整備
し運用することが原則とされてきたところである
が、近年、より高度な消防サービスに対するニーズ
を踏まえ指令の共同運用が検討され、導入が進めら
れている。消防庁においても指令の共同運用の有効
性を認めてその推進を図っている。指令の共同運用
のメリットや課題、実施状況等は以下のとおりであ
る（第2-2-7図）。
　なお、指令の共同運用を実施する際に、併せて隣
接消防本部を中心に共有した災害情報をベースにし
た災害対応の応援等の連携を強化する取組を行うこ
とにより、消防体制を強化している地域もある。

（１）メリットと課題
　指令の共同運用のメリットとしては、〔１〕情報
の一元化による迅速な相互応援体制が可能になるこ
と、〔２〕高機能な消防通信指令システムの整備が
図りやすいこと、〔３〕指令業務配置職員の効率配
置により現場配置職員の充実を図れること、〔４〕
施設整備費や維持管理費を効率化できることなどが
挙げられる。
　現在、消防本部において指令の共同運用の検討が

進む理由としては、〔１〕指令センターの更新時期
が近い消防本部間で財政面のメリットが大きいこ
と、〔２〕消防・救急無線のデジタル化の枠組みを
活用できる可能性があること、〔３〕指令の共同運
用は消防事務の一部の共同処理であり広域化と比較
すると組織間における調整事項が少ないこと等の利
点があるためと考えられる。
　一方、課題としては、〔１〕小規模の共同運用で
は指令業務配置職員の効率配置による効果がでない
こと、〔２〕各消防本部の部隊運用方式が異なるた
めこれを補完する工夫が必要になること、〔３〕各
消防本部で異なる勤務体制を統一する必要があるこ
と、〔４〕職員の通勤距離が増すことなどが指摘さ
れている。

（２）実施状況と今後の実施見込み
　指令の共同運用に関する全国の検討状況をみる
と、指令の共同運用の検討地域は、広域化対象市町
村の組合せ（ブロック）とは異なる場合が多くなっ
ている。
　指令の共同運用は、平成28年６月１日現在、既
に45地域（187消防本部、12非常備町村）で実施中
であるが、さらに４地域（22消防本部）で運用開始
時期を明示して検討中であり、これらの地域におい
ても、中長期的には広域化をする可能性があると考
えられる。

＊　消防指令業務
　　�消防指令センター等において、24時間体制で119番通報を受信し、通話内容等から災害発生地点や災害種別を決定、出動部隊
を編成し、消防隊・救急隊等への出動指令、現場活動の支援等を実施する業務
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第2-2-7図 消防指令業務の共同運用のイメージ

（E市消防本部の出動計画に基づく）

A市消防本部 B市消防本部 C市消防本部

E市消防本部D市消防本部

消防指令センター

D消防署

A消防署
B消防署

C消防署

E消防署
出動

出動

出動

出動

出動

出動指令 出動指令

出動指令

出動指令（応援出動）

救急

交通事故

救急

Ⅰ　A市のみで対応可能な場合

（応援協定に沿った申し合わせで応援）

119番通報

119番通報

119番通報

119番通報

出動指令（応援出動）

Ⅱ　B市での災害だが、地域的にC市で
対応したほうが有効な場合

Ⅲ　災害の規模が大きく、E市のみでは
対応が困難な場合

大災害
（E消防本部のみでの
対応不能）

指令センターは共同で運用するが、各消防本部はそれ
ぞれの出動計画に基づいて災害出動する。

指令センターは災害情報を把握している
ため、D市消防本部への応援出動指令が
スムーズ。指令前に災害情報も提供

指令センターはB市消防本部
の出動車両も把握している
ため、C市消防本部への応援
出動指令がスムーズ

（A市消防本部の
出動計画に基づく）

（B市消防本部
の出動計画に
基づく）

（ABCDEの５市が高機能な設備を備えたセンター
を一元的に整備。全管轄地域からの119番を受信）
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